
（共同委託保険契約（組合⼀括契約、市町村⼀括契約、国有林分収育
林契約）
今年度から、被保険者カードの⽤紙及び窓付き封筒が変更になりまし
た。被保険者カード（新⽤紙）及び内訳書（普通紙）を使⽤し、A4で
出⼒し送付願います。

森林保険通信
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林保険センター

記事に関するご質問、ご要望等がありましたらお寄せください。 編集︓保険企画課 hokenkikaku.fic@green.go.jp
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令和2年7月豪雨により被災された皆様、関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、早期の復旧
をお祈り申し上げます。
なお、先にお知らせした森林保険の継続契約の手続きの猶予措置につきましては、対象となる市町村が更新さ

れておりますので、森林保険センターサイトにてご確認ください（令和2年7月15日現在、８県67市町村が対象）。
また、本災害により、森林組合連合会、森林組合において森林保険事務に支障がある場合は、ご相談ください

ますようお願いいたします。

森林保険センターでは、ドローンを用いた森林損害調査を普及するため、
平成30年度から「ドローン技術講習」を開催しています。
令和２年度は、８月27～28日（富山）、10月15～16日（山形）、12月

17～18日（大分）で開催を予定しています。

講習では、今回も森林総合研究所の研究員を講師に迎え、損害区域面
積を測定するための自動撮影アプリの紹介や、フライト計画に関する実機
指導をいただく予定です。

また、昨年度受講者からのご要望
を受け、オルソ画像からの損害区域
の面積測定について、 講習生用の
PCを用意して QGIS による面積
計測の実習も予定しています。

損害てん補業務の高度化・効率化
のため、ぜひご参加ください。

[昨年度の受講者の声より]

▶ドローンの基本から詳しいところまで説明し
て頂き大変わかりやすかった。

▶危険な場所への調査をドローンで安全にで
きるのは良いと思う。導入したい。

▶ドローンで写真や動画を撮れるだけと思って
いましたが、その他にもGISなど地図データ
と連結できるなど知り大変勉強になりました。

森林保険センターに提出される申込書の項目の

『契約方法区分』 が

「（研）森林研究・整備機構造林の契約」 についての

保険金額コードの注意点をお知らせします。

森林保険業務システム

森林保険コード(区分)の選択について ②

契約方法区分が

「（研）森林研究・整備機構造林の契約」
の場合





🔘 契約林齢が１～２０年生の場合

『保険金額コード』は 「Aコード」（自動）になります。

土地の『所有区分』については、一般的に、

分収割合が ５０％ の場合は
「（研）森林研究・整備機構で土地所有者が私有」 を、

分収割合が ６０％ の場合は
「（研）森林研究・整備機構で土地所有者が市区町村」
または 「 〃 財産区」 を選択します。

※分収割合については分収造林契約の内容を確認してください。

🔘 契約林齢が２１年生以上の場合

被保険者の分収割合を対象に、森林所有者・造林者
が任意で森林保険に加入する場合があります。

この場合、
『契約方法区分』は「民有林の分収造林契約」を選択し

『保険金額コード』は 「Fコード」とし、分収割合は前の
契約と同じにします。

土地の『所有区分』については
「（研）森林研究・整備機構で‥（略）」 は選ばず、
状況に応じて適切に選択してください。


